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防衛庁においては、①債権譲渡後にお
いても契約の履行の確保に万全が期さ
れること、及び②本債権に関係する紛
争が未然に防止されることに十分留意
した上で、一定の要件を満たす債権に
ついて従来より流動化を認めている。

d ー

今後も、債権譲渡後において契約の履行確保に万
全が期され、本債権に関係する紛争が未然に防止
されることに留意しつつ、譲渡手続きの簡素化等、
更なる債権の流動化のために必要な措置を適宜検

討する。

社団法人 第二地
方銀行協会

1 A

国・地公体等の公的機関向け
金銭債権の譲渡禁止特約の
適用除外（譲渡先が金融機関

の場合）

民間企業の国・地公体等公的機関向け金銭債権に
ついては、売買契約・請負契約上、譲渡先が金融機
関の場合は債権譲渡禁止特約の適用除外とするこ

とを統一化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権には譲
渡禁止特約が付いていることが多く、中小企業の資金
調達のために売掛債権担保融資を行うに当たり、承
諾等に係る事務手続きや時間を要することから、中小
企業の円滑かつ機動的な資金調達を阻害している。
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